
 

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 新 旧 対 照 表 

 改  正  前                           改  正  後                         

 （前 略） 
（他の規則の準用） 

第７条 この章に定めるもののほか、年俸制特定教員

の就業に関する事項については、就業規則（第２３

条及び第６４条を除く。）の規定を準用する。ただ

し、同規則第２条第３項の規定により年俸制特定教

員に準用する採用・懲戒等に関する事項のうち、国

立大学法人京都大学教員就業特例規則（平成１６年

達示第７１号。以下「教員就業特例規則」という。）

第６条の規定、就業規則第３１条の規定により年俸

制特定教員に準用する給与に関する事項のうち、国

立大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６年達

示第８０号。以下「給与規程」という。）第５条か

ら第８条まで、第１１条から第２２条まで、第２７

条から第３３条の６まで、第３４条及び第３５条の

規定並びに就業規則第４０条の規定により年俸制特

定教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項の

うち、国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休

暇等に関する規程（平成１６年達示第８３号。以下

「勤務時間等規程」という。）第２７条第１９号の

規定は、この限りでない。 
２・３ （略） 

（中 略） 
（準用） 

第１３条 第７条第１項の規定は、特定外国語担当

教員に準用する。 

 

 

 

２ （略） 

 （後 略） 

 

 

（他の規則の準用） 
第７条 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２・３ 
 

（準用） 

第１３条 第７条第１項の規定は、特定外国語担当

教員に準用する。この場合において、第７条第１

項の規定中「第２７条から第３３条の６まで」と

あるのは「第２７条から第３３条まで、第３３条

の３から第３３条の６まで」と読み替える。 

２ （同 左） 

 

   附 則 

 この規則は、平成２７年１２月１日から施行する。

 

（同 左） 


